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第 3 回 橿原市教育施設再配置検討審議会 会議録 

 

日 時： 令和 2 年 8 月 25 日（火）13：30～15：00 

場 所： 大和信用金庫八木支店３階第 1会議室 

出席者： 委
員 

藤原会長、重松委員、天根委員、岡田委員、鶴田委員、桝谷委員、米川委員、 
尾田委員、柿本委員、槇尾委員、吉田委員、狩野委員、菱田委員、山中委員、 
仲嶋委員 

事
務
局 

事務局：教育長、吉田部長、栗原副部長、北野副部長、太田課長、吉川課長、 
上田勝己課長補佐、上田のぶ子課長補佐、長谷川課長補佐、井岡指導主事、 
東浦主査 
長大：諏訪、依田 

欠席者 委
員 

 

資料： 資料 00_委員名簿（令和 2 年度 6 月版） 
資料 01_本審議会への諮問事項と基本的な考え方の整理 
資料 02_白橿中学校区の再編の考え方および諸課題への対応（案） 
資料 03_再編に係る跡地活用について 
資料 04_今後の検討スケジュール 
補足資料 01_跡地活用事例 
補足資料 02_白橿中学校区の人口推計と児童生徒数推計 

 

１．開会 
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開会挨拶  

事務局からの報告 

 

審議会を始める前に事務局より報告をさせていただきます。 

本審議会は、昨年度の令和２年２月に第１回を開催し、新型コロナウイルスの影

響により少し間隔が空きましたが、第２回を６月に開催し、今回第３回目を迎えて

います。 

そして今回は、白橿中学校区の再編の案などについて委員の皆様に意見をお伺い

する予定でした。しかしながら、白橿南北小学校の再編案について、未だ白橿の地

元の方々に説明できておらず、審議会に再編案を示すことで、その内容が地元の方々

が知り得る前に独り歩きする可能性があり、このまま審議を進めていくのは非常に

困難であると考えています。 

本来であれば４月、５月に白橿のＰＴＡ、保護者の方々、あるいは住民の方々へ

再編の案などについて説明をする予定でしたが、新型コロナウイルスの影響もあり、

説明できていない状態となっております。 

したがいまして、委員の皆様にはお忙しい中集まっていただいたところ大変申し

訳ありませんが、白橿の地元の方々への説明が十分にできていないことから、一旦

取り下げさせていただき、白橿の再編案については、地元の保護者、住民の方々に

我々事務局のほうから十分説明をし、意見をいただいて、ある一定の理解をいただ

いた上で、今後の審議会の再開とさせていただきたいのですが、いかがでしょうか。 
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委員 
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会長 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

委員 

 

 

 

いかがでしょうて、そんな言い方ないだろう。集まっている委員たちは、忙しい

ところを割いて来てもらっている。 

 

基本方針の中に再配置実施までの流れの一例をお示ししていますが、その中に対

象校の学校区の地域への説明という手順があり、地域の意見を基に具体的な再配置

案を検討することとしています。意見交換をしながら実施計画の策定周知という流

れで審議をいただく手順であると挙げているにも関わらず、昨年の３月の橿原市教

育施設再配置基本方針の策定から、事務局の不手際で８月に白橿中学校区へ説明を

実施して以降一切説明ができていないという状況となり、このような事態となりま

した。 

これから白橿地区の地域の方々の意見を聞きながら、再度この再配置の基本方針

を基に検討をしながら実施計画の策定をお願いしたいと思います。皆様にせっかく

お集まり頂き、大変申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。 

 

ということですが、余り想像できなかったことです。 

今の話に絡めて、質問や意見はありますか。 

 

今事務局から説明がありました。前回の審議会で随分紛糾し、私もお話をさせて

いただきました。非常に急いで話が進んでいってしまうというような印象を受けて

おりました。 

私は昨日の自治委員連合会に、資料を各地区会長にお配りをし、本日第３回の会

議があることをお話しました。その中で、連合会の各会長、11 地区の会長さんが何

も知らないという話です。そういうふうな話はいずれあるかもしれないが程度の話

しかわかっていないということが現実でございました。 

皆さん寝耳に水であるかのようなお話もしておられたし、今はどのことで、どこ

でやっているのか、それも知りたいというお話もありました。 

今の事務局の説明では、現段階では本来まだ基本方針を周知する段階であり、そ

のため現状としては説明せずに先に進んでしまっていて、進めていく順序としては

逆になっているということだと思います。 

なので今後は、まずは住民、ＰＴＡに周知して、そしてその声を聞きながらこれ

から進めていきたいと。そういう方向で改めるということで間違いないですね。 

 

はい。 

 

それでしたら、これは白橿地区だけでなく他の地区についてもいろんな噂が飛び

回っています。どれが本当かうそかわからないような状態になっております。なぜ

かというと、奈良新聞に一度載っていることから騒ぎになっています。こういうこ

ともありますので、丁寧に住民の皆様に説明をしていただいて進めていただくのが
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会長 

 

 

 

 

一番いい方法ではないかと思います。 

それでないと、私たちはいつまでたってもわからないまま、協力ができない立場

で進んでいきます。私は統合することについて反対しているのではなく、やり方に

ついておかしいのではないかというように言っております。 

私たち連合会もそのつもりでおりますので、協力はやぶさかではないです。しか

し、やり方については考えていただきたいと思います。 

 

今の話は至極当然の話だと思います。 

私たちも住民の意見を聞いた中で、あるいはそれを察した中で、どういうふうに

したらいいのかを考えるというのは、この審議会の前提でもあると思いますので、

住民への説明の場がなかったというのには問題があったと私も思います。 

そういう意味では、審議会を開く内容として、ここで今討議できるような状況で

はないと思っていますが、この会の今後どういうようにしていくのかということを

もう一回改めてお話をいただくほうがいいのではないのかと思います。 

委員としても、今日こうして集まっていますから、議論する基本のところは何な

のかということを含めて、事務局から他にコメントはありますか。 

 

本来であればコロナ禍がない条件の下、ＰＴＡや住民の方にまず説明をして、そ

のなかでいただいたいろんな意見を踏まえたうえで、審議会の中で議論していただ

こうと思っておりました。 

ただ、そこが手落ちであったというところで、痛切に反省をしているところです。 

今後、まずはこの審議会で投げかけさせていただいている実施計画については、

前期の白橿地区、あと、香久山、鴨公、晩成小学校のところまでの計画に一部着手

するということも含まれておりますので、まずは白橿校区の意見を聞かせていただ

くことを行い、次の審議会にて諮っていただけるための手順を踏んでいきたいと思

っております。 

また、先ほど委員からお話がありました、どの地区にもまず説明を行ってくださ

いということですが、基本方針が出来上がった後、教育委員会としてシンポジウム

を開催し、広報等でお知らせし、各団体にも説明させていただきました。ただ、こ

れらは通り一遍であって、十分浸透していないというのが現状であろうと思います。 

まずは基本方針について説明を各地区させていただく必要があると感じておりま

す。その辺の手順については十分検討して進めていきたいと思います。 

 

とにかく審議会を開く土俵作りをしっかりと、早急にやっていただいて、それを

審議会としても強く要請するということだと思います。 

皆さんどのようにお考えになっているか。この状況の中ではそれらをしっかりや

っていただくこと自体がこの審議会がスタートするということですので、審議会委

員も、正直言って、今日の議論でも地元の意見も入れながら議論をしていこうと皆
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さん臨んでおられるし、私もそのつもりで臨んでいたわけです。 

こういう辺りがきっちりと保証され、体制が作れたことを確認し、改めて具体的

な審議を進めることにせざるを得なくなるというのは、私にとっても前代未聞の状

況だと思います。 

しかし、地区によってはいろんなことが起こることもわかりますので、起こった

ことに対して適切に対処しながら進めていかなければならないということは事実で

す。 

 

もしできるのであればですが、例えば白橿校区の問題について住民の皆さんと教

育委員会と説明など行っていただくのですが、その後この審議会の中で、例えば白

橿校区の問題をやるときには、地元の白橿校区の代表の人が審議委員として出ても

らうとか、そういう方向をできたら考えていただきたいと思います。これはお願い

事項でございます。 

 

それはいろんな意見があるかもわかりませんが、意見として出たということを認

識してもらいます。 

 

今委員も言われたとおり、地元の人に出てもらうというのは当然大事なことだと

思う。橿原市は 11 地区ございます。住んでいる近隣はわかりますが、白橿のことは

ほとんどわかっていないというのが実情です。 

地元の人に出てもらうことも大事だし、今年３月からコロナの影響から何もでき

ないのが現状で、私自身このコロナが収まるまで会議は余り開いてほしくないなと

思います。終結した後、いろいろな会議ができてくるのかなと。だから、コロナが

終結するまでちょっと待ったらどうかと思いますが、どうでしょうか。 

 

市のほうがどう考えられるかということはありますが、少し私見的に述べますと、

１つは、この審議会に地元の人が出ていただく提案がございました。しかし、これ

は地元の会長に負担がかかる審議会になるのではないのかと思います。つまり、地

元の中で意見が１つだけなら何ということはないですけれども、当事者の方が出て

おられるときに、その方がどう発言したらいいのかと相当心を砕かれることになる。

決まったことに対して、いろんな意味で厳しい状況にその方が置かれるのではない

のかなという危惧はあります。そんな危惧も含めて、どうするのかということは市

でも検討をしておいていただければいいと思いますが。 

もう一つ、コロナ禍での会議ですが、これは市のほうで、どういう形で会議をす

るかといった方針を持っておられると思いますので、その方針に基づいた形での会

議の設定や体制をこの会議にも行っていただくということだと思います。 

少し私見を交えましたが、市に対してきっちりとした対応要望として申し上げた

とお聞きください。他にありますか。 
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幸い今この中に中学校、小学校の校長先生、ＰＴＡの代表者の方がおられるとい

うことで、この合併に対してどういうように今学校のほうで話をされているのか聞

きたいです。 

 

それはいろいろ議論をする中でご意見をいただくということで、校長先生は何を

しゃべっていいのかと思われるかもしれませんので、それは審議会の議論の中でき

っちりとしていただければと思います。 

 

地元で説明会を開いたときに、住民の代表というと、取りまとめする自治会の会

長が、話の内容によっては批判の的になりかねないということを心配していただき

ましたけども、そもそもこの審議会のあり方として、行政側の事務局主導で話が進

み、その流れに乗って我々が話を聞かせてもらって意見を言っていて、本当に審議

になっているのかということを疑問に思っています。 

ただその辺はこの審議会と行政の事務局がうまくマッチングして、地元に説明会

をできればいいのかなと思います。その場面には我々は自治委員連合会の人間とし

て第三者的立場で地元に行かせてもらってもいいんじゃないかと考えています。 

 

今後の進め方の中での一つのヒントを頂いたと受け取っていただければと思いま

す。私は、今日ここへ来て初めて話を聞いて、こういう事態があるのかという思い

でここへ座りました。確かに地元への細かい説明は別にしても、今の状況とか、地

元の意見はどうなのかというのは審議会の委員としても、当然理解しながら進めて

いくというのは当たり前のことです。 

地元の意見を直接聞くわけではないですが、住民意向を頭に置きながら議論がで

きる場にしておきたいと思います。 

このこと自体がこれからの計画作りを円滑に、実施に向けてのスタートラインに

立てる要素だと思いますので、地元のほうといってもいろんな意見が分かれていま

すから、そういうことも全部含めしっかり見ていただければと思います。 

地元に十分説明がされていなかったということから、地元からの反発があり、こ

のようなご判断をなされたということで、ぜひそこを固めて頂き、次の審議会で具

体的な議論に真摯に取り組んでいけるように、しっかり基盤作りを市のほうに要請

をしておきます。 

 

ＰＴＡの代表としてご報告させていただきたいと思います。 

先ほどからもございましたように、ＰＴＡへの説明ということでは、昨年度地区

のＰＴＡには教育委員会からご説明をいただいていて、その後市ＰＴＡ会議でもご

説明をしていただいておりましたが、今年度に入ってからはご説明がないというの

が現状でございます。 
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３月からコロナ禍になって会議ができないということで、ＰＴＡでも会議ができ

ない、集まりができないということで今日に至っているというところでございます。 

ＰＴＡの立場としても説明をしていただきたいという思いはありますが、現状コ

ロナ禍ですので、先ほど委員がおっしゃっていたようにコロナが落ち着いてからし

っかり説明していただくことが一番よろしいのではないかと思います。 

 

そのほかの方で、ご意見はありますか。 

突然の話でしたので、今日はこれ以上の話がなければ議事は終了となります。 

 

本日は、審議会にご出席いただき、ありがとうございました。次回以降の審議会

につきましては、今のところ未定となっておりますので、後日改めて、事務局から

ご連絡をさせていただきたいと思います。 

本日の資料ですけれども、白橿の再編案ということで、具体的な案が載っている

資料になっております。本日の議事は進行しておりませんので、今回の資料は回収

させていただきます。 

以上をもちまして、第３回の橿原市教育施設再配置検討審議会を終了させていた

だきます。本日は、お忙しい中、ありがとうございました。 

 

 

 

《終了》 

 


